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平成２９年度 第８回人事委員会 会議結果 

 

一 日 時     平成２９年８月２１日（月） 午後３時から４時まで 

 

二 場 所     人事委員会委員室（県庁第２庁舎７階） 

 

三 出席者 

１ 人事委員   委 員 長  上 田 博 久 

委   員  中 原   都 

         委   員  曽 我 紀 厚 

２ 事務局職員  事務局長  今 岡 誠 一  次長兼任用課長  山 添   久 

給与課長  吉 野 一 朗  係      長  富 山 哲 明  

係  長  湯ノ口   修   係        長  足 立 陽 子 

係  長  古 川 真 史 

３ 傍聴者    ４名 

          

四 議 題 

  議案第１号 平成２９年度鳥取県職員採用試験（大学卒業程度）の採用候補者の決定及び採用候補

者名簿の確定について 

議案第２号 平成２９年度鳥取県職員採用試験（民間企業等経験者対象）の採用候補者の決定につ

いて 

議案第３号 選考により採用する職に係る承認について（弁護士）  

報告第１号 平成２９年度鳥取県警察官採用試験（警察官Ａ（１回目））の採用候補者の決定につい

て 

報告第２号 国家公務員の給与等に関する人事院勧告等の概要について 

 

五 議 事 

議事について公開又は非公開のどちらとするかについて審議を行い、議案第１号、第２号及び報

告第１号は非公開、議案第３号及び報告第２号は公開とすることについて全員の合意を得た。 

 

◇議案第１号及び第２号 

平成２９年度鳥取県職員採用試験（大学卒業程度）の採用候補者の決定及び採用候補者名簿の確定及 

び、平成２９年度鳥取県職員採用試験（民間企業等経験者対象）の採用候補者の決定について、事務局

が一括して説明し、原案のとおり決定した。 

 

◇議案第３号 

 選考により採用する職に係る承認（弁護士）について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。  

 

【説 明】 

職員の任用に関する規則第１９条第２項の規定に基づく選考職の承認について、鳥取県知事から以下

のとおり申請があり、適当と認められるので申請のとおり承認しようとするもの。 

 

１ 申請のあった職 

  弁護士 

 

２ 採用予定者数 
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  １名程度 

 

３ 採用予定日 

平成３０年４月１日 

 

４ 申請理由 

平成２７年度に採用した１名が退職(H28.3.31 付)し、欠員が生じている。 

また、多様かつ複雑な行政課題への対応が問われる県政においては、地域の実情に応じた法律的判

断が求められ、県の法務能力を問われる機会がますます拡大していく傾向にあり、迅速かつ的確な相

談体制の確立、職員の法令解釈等の能力向上を図る必要がある。 

  この対応には、法律分野における高度の専門的な知識経験が必要であり、当該知識経験を有 

 する弁護士を採用する必要がある。 

 

５ 選定方法 

  知事部局において選考を実施。 

（１）試験内容 

    ・書面審査（経歴調書に基づき、職務遂行に必要な経歴、専門性等について審査） 

    ・人物試験（人物・知識についての個別面接） 

（２）受験資格 

     弁護士として訴訟活動に関する実務経験を２年以上有していること又は平成３０年３月３１日

までに当該実務経験が２年以上となる見込みの人 

       ※年齢要件 ５９才以下（平成３０年４月１日時点） 

 

６ 人事委員会の判断 

上記の職は、「常に選考によるものとするが、実施に当たりあらかじめ人事委員会の承認を要する

もの」として整理されている職であり、また選定方法も適当であると判断する。 

 

【質 疑】 

委 員 

  現在弁護士は何人いるのか。 

委 員 

  県庁は誰もいない。 

事務局 

  平成 24 年度から必要な職だということで募集していたが、実際に採用出来たのが平成 27年度実際

採用されたが、この 1年で退職されてしまった。その後も募集していたがなかなか応諾していただけ

なかった。 

委 員 

  なかなか色々な問題があると思うが、簡単に募集してくるものなのか。 

事務局 

  何名か応募はあるが、辞退されてしまう。地元に近いということで他自治体に行かれてしまったと

いう事情もあるようだ。 

委 員 

  うまくいけばよいし、うまくいかなければ原因をしっかり究明しなければならない話。 

委 員 

  いずれにしても必要なものなら早急にしないといけない。空白期間があった場合はどうしているの

か。 

事務局 
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  顧問弁護士２名にお願いしており、必要の都度、相談をかける体制になっている。 

委 員 

  おそらく、県の職員を兼ねた弁護士の役割は、顧問弁護士とのつなぎと、県の日常業務に関する相

談や顧問との連携も含まれるのだろう。 

事務局 

 現在は、ある程度政策法務課が仕分けて顧問弁護士に相談に行かせていただいており、少しタイム

ラグがある。 

委 員 

  退職した理由はわからないが、そこにも要因があるのだろう。 

 

◇報告第１号 

 平成２９年度鳥取県警察官採用試験（警察官Ａ（１回目））の採用候補者の決定について、事務局が

説明した。 

 

◇報告第２号 

 国家公務員の給与等に関する人事院勧告等の概要について、事務局が説明した。 

 

【説 明】 

［勧告日  平成２９年８月８日（月）］ 

給 与 勧 告 の 骨 子 
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【質 疑】 

委 員 

  特に大企業中心に、今年の業績はバブル期以来の改善で、収益を出している。まだ検討しなければ
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ならないが環境的にはそうなっているのではと思う。 

  それから、人事管理に関する報告の中の、非常勤職員の勤務環境については非常に難しいと感じる。

同一労働同一賃金と言っているが、定年を迎えて一旦辞めた方を再度同じ内容の仕事についてもらっ

たとしても、そこまで出せないというのが現実。 

  しっかりこれから議論していきたいと思う。 

委 員 

  県の状況をしっかり見る事だと思う。 

委 員 

  民調の結果を待った上でということになる。 

委 員 

  ４年連続両方（月例給、ボーナス）ともあがるのは 52年ぶりか。 

委 員 

 生活している中で実感はあまりない。 

委 員 

  それは物価上昇とのバランスがあって、可処分所得的には実感がないと思う。 

 

六 次回人事委員会の開催 

  平成２９年９月４日（月）午前９時４０分から開催することとした。 

 


